
別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、器具及び備品－定額法

・リース資産

ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ⅱ所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

該当なし

2.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

によっている。

3.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

事業区分が社会福祉事業のみのため、省略することとする。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第

3号第3様式）

第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号

第3様式）

第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号

第3様式）

収益事業を実施していないため、省略することとする。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 保育園拠点（社会福祉事業）

「七飯ほんちょう保育園」

①一時預かり事業

②延長保育事業

③体調不良児型保育事業

ウ 障害児拠点（社会福祉事業）

「にじのはし」

④児童発達支援

⑤放課後等デイサービス

⑥保育所等訪問支援

⑦指定障害児相談支援

なお、①～⑦のサービス区分については拠点区分内の処理としている。

また、当法人においては社会福祉事業のみのため附属明細書別紙3⑩及び別紙3⑪について



は省略することとする。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 210,886,173 0 0 210,886,173

土地 22,911,147 19,753,035 0 42,664,182

合計 233,797,320 19,753,035 0 253,550,355

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 193,840,648

土地（基本財産） 22,911,147

計 216,751,795

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）保育園拠点 34,623,902

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）障害児拠点 108,296,246

計 142,920,148

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 340,910,517 147,069,869 193,840,648

建物（基本財産以外） 2,430,000 405,000 2,025,000

構築物 10,119,220 2,244,208 7,875,012

器具及び備品 15,614,792 10,145,843 5,468,949

ソフトウェア 3,541,082 2,566,276 974,806

有形リース資産 14,050,224 4,352,138 9,698,086

合計 386,665,835 166,783,334 219,882,501

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益

該当なし 0 0 0

合計 0 0 0

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし


